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基準認証政策 

１．基準認証政策に関する主な動き（総論） 

経済社会のグローバル化の進展や技術の進歩に伴い、我

が国の標準化活動を取り巻く環境は著しく変化している。

国際的な環境変化を機敏に捉え、迅速かつ柔軟に対応する

とともに、産業競争力を強化する視点から、戦略的な標準

化活動の重要性が高まっている。特に、あらゆるモノやサ

ービスをつなぐためのインターフェースとして、また、領

域横断や異業種連携、先端技術の社会実装においても、そ

の役割は拡大している。 

この状況の中、我が国企業の競争優位を強固にする国際

標準の確立、産業競争力強化に資する国内規格等の策定、

世界的に通用する認証基盤の整備等を通じ、国内外の市場

における我が国企業の戦略的な事業展開を促進するとと

もに、国内外の市場の創出を目指していく必要がある。こ

のため、2022 年４月から計８回、日本産業標準調査会基本

政策部会を開催し、標準を取り巻く環境・構造変化及びこ

れまでの取組、論点の整理を経て、「我が国の認証産業の

在り方」「サービス分野の標準化の推進」「企業における標

準化の戦略的展開」「アカデミアとの連携体制」等につい

て議論し、次年度の最終的な取りまとめに向け、検討事項

の整理及び議論を行っている。 

また同時に、国民生活の安全と経済産業の基盤を支える

ため、計量標準等の知的基盤の整備及び利用促進を図ると

ともに、計量制度の効果的な運用を行うことで、企業活動

等の質を高め、国富の増大を図る取組を力強く進めていか

なければならない。 

経済産業省では、国際標準化体制の強化のために様々な

政策を講じている。具体的には、標準化関連予算を活用し

て、重要分野における世界の規制や標準化の動向に関する

情報収集を行い産学官で共有するとともに、国として実施

すべき規格開発に官民連携で取り組んでいる。また、既存

分野、新規分野、業種横断的分野等についての官民の連携

の在り方を整理し、規格開発の戦略や推進体制について議

論をしている。例えば、グリーンイノベーション基金事業

において、民間事業者等が社会実装戦略や国際競争戦略を

提示し、その中における標準戦略の位置付けを明確化する

とともに、その達成に向けた取組への企業経営層のコミッ

トメントを求める事業運営やフォローアップ等を実施す

ることで、企業による国際標準等の戦略的な活用や検討を

促す仕組みを構築した。さらに、2020 年 12 月に内閣府統

合イノベーション戦略推進会議内のイノベーション政策

強化推進チームの下、省庁間の標準化活動に関する政策や

国内外動向の共有、官民における標準の戦略的取組の推進

を目的として設置された「標準活用推進タスクフォース」

では、戦略的な標準活用に向けた基盤整備（関連予算獲得、

官民連携体制強化、民間支援等）や、官民連携で大きな市

場の急速な立ち上げが期待できる重点分野の選定および

重点分野における標準活用戦略の策定などを関係省庁と

ともに議論している。経済産業省としても重点分野として、

「水素・燃料アンモニア」の設定・推進など、省庁間連携

の下、標準化体制の強化に取り組んでいる。 

また、一国一票制の国際標準化活動について、各国との

連携を進めることが重要であるとの認識に立ち、欧米やア

ジアの標準化機関との定期的な協議会の開催や、主要国と

のＩＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における個別分野の

協力に関する情報・意見交換を通じ、一層の連携強化を進

めている。 

さらに、標準化活動を支える人材育成の取組は極めて重

要との問題意識のもと、国際標準化活動を担う次世代人材

育成を目的とし、ＩＳＯ/ＩＥＣ分野で標準化に携わる若

手人材を対象とした「ＩＳＯ/ＩＥＣ国際標準化人材育成

講座（ヤングプロフェッショナルジャパンプログラム：通

称ヤンプロ）」や、ルール形成戦略を経営戦略に組み込む

企業を増加させることを目的とした「ルール形成戦略研修」

を実施した。さらには、経営層向けの啓発や、産業標準化

事業表彰制度を通じた基準認証政策の普及・広報等の取組

を進めている。 

 

２．標準化政策 

２．１．国内標準（ＪＩＳ） 

日本産業標準調査会（ＪＩＳＣ）において審議されるＪ

ＩＳの制定・改正については、「産業標準化審議予定一覧」

に基づき、着実に進めた。以下、2022 年度制定・改正のＪ

ＩＳを３件例示する。 

○サービスロボットの性能試験方法－第１部：衝撃吸収型

接触検知外装カバーに関するＪＩＳの制定 

サービスロボットには、不意の衝突があった際には自動

的に停止するなど安全性の確保が求められる。そのため少

ないセンサーで接触の検知を可能としつつ、万一の衝突時
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にはその衝撃を吸収するという二つの機能を兼ね備えた

「衝撃吸収型接触検知外装カバー」が開発された。しかし

これまでその性能評価手法が存在しなかったため、客観的

に接触検知及び衝撃吸収を評価するための試験方法を定

めたＪＩＳ B8451-1 を、2023 年３月に制定した。 

○歩行者用自動ドアセット－安全性に関するＪＩＳの改

正 

歩行者用自動ドアの事故や最近設置が増えている多機

能トイレの自動ドアへの対応等、安全性の向上を図るため、

2022 年９月にＪＩＳ A4722 を改正した。ぶつかり事故や

子どもの指の引き込み事故の防止、多機能トイレの安全対

策に関する具体的安全要求事項を追加した。 

〇高性能永久磁石の磁気特性測定方法に関するＪＩＳ制

定 

電気自動車、風力発電装置等の環境配慮機器及び産業用

ロボット、家電機器などに組み込まれるモーターや発電機

に使用されている保磁力の高い高性能永久磁石に関し、さ

らなる性能向上を促進するため、永久磁石の性能を正確に

知るための磁気特性測定方法についてＪＩＳ C2500（超電

導磁石を用いる開磁路法による永久磁石の磁気特性測定

方法）を制定した。 

 また、2018 年に改正された産業標準化法により 2019 年

度に認定された２つの認定産業標準作成機関（一般財団法

人日本規格協会(ＪＳＡ)、一般社団法人日本鉄鋼連盟）が

作成したＪＩＳ案に関し、ＪＩＳＣの審議を経ずに迅速に、

ＪＩＳの制定24件、改正92件を2022年度中に公示した。 

 上記のような取組により、2022 年度中に制定 81 件、改

正 362 件のＪＩＳを公示した。2023 年３月末現在、10,944

件のＪＩＳが制定されている。 

 

２．２．国際標準（ＩＳＯ/ＩＥＣ） 

（１）戦略的国際標準化の推進 

我が国産業の国際競争力を強化する観点から、国際標準

化機構（ＩＳＯ）及び国際電気標準会議（ＩＥＣ）におけ

る戦略的な国際標準化の推進が重要であり、我が国提案の

例として、次のような取組を行った。 

○自動車運転の衝突を回避する制御システムに関する国

際標準の発行 

自動運転の緊急場面で衝突を回避する為に、自動的にハ

ンドル操作を行う、若しくはドライバーのハンドル操作を

支援する制御システムは、人身等の安全性を確保する観点

から非常に高い信頼性が求められる。日本は、当該自動運

転の制御システムに関する機能要件、性能評価方法を規定

した国際規格を、日本が国際議長を務めるＩＳＯ/ＴＣ204

（ＩＴＳ高度道路交通システム）/ＷＧ14（走行制御）に

提案し、2023 年２月に発行された。 

○シェアリングエコノミー：プラットフォーマーへの要求

事項に関する技術仕様書の発行 

 消費者の安全性・信頼性を確保しつつ、シェアリングエ

コノミー市場を成長させるためには、プラットフォーム運

営者が社会に対する説明責任を果たし、適切な企業行動を

取るためのサービス標準が必要である。2019 年、日本提案

により ＴＣ324 （シェアリングエコノミー）を設立し、

マッチングプラットフォーム事業者が遵守すべき要求事

項を規定した内閣官房モデルガイドラインを踏まえた上

で、2022 年 10 月に技術仕様書を発行した。 

〇ウェアラブルエレクトロニックデバイス及びテクノロ

ジーに係る国際標準化 

ウェアラブルデバイスは、身体に直接装着できるＩｏＴ

機器やコンピュータなどの電子機器である。衣服一体型の

ウェアラブルデバイスには、衣服生地にエレクトロニクス

を組み込むための材料として導電糸、導電布が用いられて

いる。柔軟素材である導電糸、導電布の評価には従来の電

気材料評価法の適用が難しいため、材料評価方法の規格制

定を提案し、ＩＥＣ63203-201-1 など２件の国際規格が発

行された。 

 

（２）ＩＳＯ/ＩＥＣ総会、理事会等の上層委員会への積

極的対応 

ＩＳＯにおける総会、理事会、技術管理評議会（ＴＭＢ）、

ＩＥＣにおける総会、評議会、標準管理評議会（ＳＭＢ）、

適合性評価評議会（ＣＡＢ）、市場戦略評議会（ＭＳＢ）

等の上層委員会に対しては、委員会に積極的に参加し、地

域的なバランスを踏まえた、国際的な視点での意見が適切

に反映されるよう努めた。 

上層活動への人的貢献及び関与としては、ＩＳＯについ

ては、経済産業省の松本満男国際戦略情報分析官がＩＳＯ

財務担当 副会長（任期 2019 年～2022 年）を務めており、

また、継続的に日本からＩＳＯ理事会、ＴＭＢに委員を派

遣している。ＩＥＣについても、三菱電機株式会社の堤和
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彦氏が第３副会長（任期：2019 年～2024 年）を務めてい

る。さらに、継続的に日本から評議会、ＳＭＢ、ＣＡＢ、

ＭＳＢ等に委員を派遣している。 

 

２．３．諸外国との連携 

（１）多国間標準化協力 

（ア）太平洋地域標準会議（ＰＡＳＣ） 

 ＩＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における環太平洋地

域の連携強化及び参加促進を目的とし、1972 年に米国の

提唱により発足した。2023 年３月末時点で、26 の国・地

域が加盟している。2022 年５月には、オンラインで開催さ

れたＰＡＳＣ総会に参加し、ＩＳＯ、ＩＥＣ、ＩＴＵ－Ｔ

との合同セッションにおいて規格作成における新様式や

持続可能性等について議論を行ったほか、個別案件に関す

る国際標準化協力、国際標準化機関役員選挙協力等につい

て意見交換を行った。 

（イ）ＡＰＥＣ/基準・適合性小委員会（ＳＣＳＣ） 

ＡＰＥＣエコノミー間で基準認証分野に関する意見交

換及び協力を行うことを目的とし、1994 年に発足した。 

2022 年８月には対面形式（議長国タイ）にてＡＰＥＣ

2022/ＳＣＳＣ２が、2023 年２月には対面形式（議長国米

国）にてＡＰＥＣ2023/ＳＣＳＣ１が開催され、我が国よ

りＷＴＯ/ＴＢＴ委員会の動向や規格整合化調査の取組の

報告を行った。 

（ウ）ＡＣＣＳＱ-ＭＥＴＩ 

日本とＡＳＥＡＮとの間で基準認証分野に関する意見

交換を行うことを目的に、1999 年にＡＣＣＳＱ-ＭＥＴＩ

が発足した。本会合のＡＳＥＡＮ側の参加者は、アセアン

品質標準諮問委員会（ＡＣＣＳＱ）のメンバーである。 

その後、ＡＪＣＥＰ（日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協

定）の枠組におけるＳＣ－ＳＴＲＡＣＡＰ（任意規格、強

制規格及び適合性評価手続に関する小委員会）として開催

されることとなり、双方が関心を有する分野における標準

化活動に関する情報・意見交換を行っている（2022 年度は

12 月に開催）。 

（エ）北東アジア標準協力フォーラム 

日中韓３か国の標準化活動における連携強化及び個別

分野での協力の推進を目的とし、３か国の標準化機関、そ

の他民間団体等からの出席の下、2002 年から毎年開催。

2022 年６月には、中国のホストで開催されたオンライン

会議に参加し、各国の標準化政策についての情報交換、Ｉ

ＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動における個別分野の協力

に関する意見交換を行った。 

（オ）日中韓標準化常任委員会 

2011 年以降、日本経済産業省、中国国家市場監督管理総

局（ＳＡＭＲ）国家標準化管理委員会（ＳＡＣ）、韓国産

業通商資源部（ＭＯＴＩＥ）技術標準院(ＫＡＴＳ)の間で、

北東アジア標準協力フォーラムの機会に常任委員会会合

を実施している。2022 年６月にオンラインで開催された

常任委員会会合では、標準分野における若手人材育成プロ

グラムの実施を日本から提案し、合わせてケミカルリサイ

クル等の個別分野に関する国際標準化協力について意見

交換を行った。 

（２）二国間等標準化協力 

（ア）ＣＥＮ/ＣＥＮＥＬＥＣ/ＪＩＳＣ協力協定 

 日欧間で規格策定等の情報交換を行うことを目的に、日

本と欧州標準化委員会（ＣＥＮ）との間で 2008 年に、欧

州電気標準化委員会（ＣＥＮＥＬＥＣ）との間で 2005 年

に、それぞれ協力のための覚書（ＭＯＵ）を締結。2014 年

11 月には両協力文書を一本化し、ＣＥＮ/ＣＥＮＥＬＥＣ

/ＪＩＳＣ協力協定を締結。以降、当該協力協定に基づき、

ＣＥＮ/ＣＥＮＥＬＥＣとＪＩＳＣとの事務局間会合、合

同作業部会の設置及び活動、年次総会及び技術委員会への

オブザーバー参加などの活動を実施している。 

 2022 年 11 月にサンフランシスコ（米国）で開催された

ＩＥＣ大会の機会にバイ会合を開催し、双方の標準化政策

に関する情報交換、協力協定に基づく協力の進捗状況等に

ついて意見交換を行った。 

（イ）日中標準化協力ダイアログ 

中国国家市場監督管理総局（ＳＡＭＲ）国家標準化管理

委員会（ＳＡＣ）との間で、両国の基準認証政策に関する

情報交換、ＩＳＯ/ＩＥＣ等国際標準化活動における協力・

連携等を目的とし、2007 年から日中標準化協力ダイアロ

グを実施している。2022 年は、６月に開催された北東アジ

ア標準協力フォーラムの機会に合わせてオンライン会議

を開催し、標準化活動の促進策、国家規格の英訳状況等に

ついて意見交換を行った。 

（ウ）日韓基準認証定期協議 

韓国産業通商資源部（ＭＯＴＩＥ）技術標準院(ＫＡＴ
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Ｓ)との間で、両国の基準認証政策に関する情報交換、Ｉ

ＳＯ/ＩＥＣ等の国際標準化活動に係る課題及び個別分野

の標準化活動における協力・連携等を目的とし、1979 年か

ら日韓基準認証定期協議を実施している。2022 年は、６月

に開催された北東アジア標準協力フォーラムに合わせて

オンライン会議を開催し、標準分野における若手人材育成

プログラム及びバッテリー情報等個別分野に係る国際標

準化協力等について意見交換を行った。 

 

（３）基準認証協力プロジェクト 

（ア）分野別標準化プロジェクト 

 アジア市場において事業を展開する日系企業を支援す

るとともに、二国間協力を強化することを目的として、Ａ

ＳＥＡＮ諸国を対象に分野別標準化プロジェクトを実施

した。 

 ＡＳＥＡＮの標準化機関（ＡＣＣＳＱ)の協力の下、2022

年７月にゼロエネルギービル（ＺＥＢ）について、2022 年

９月に木材プラスティック再生複合材について、2022 年

11 月に循環経済について、2023 年２月にスマートシティ

について国際標準化活動の普及促進を目的としたウェビ

ナーを開催した。 

（イ）標準化人材の育成 

ＡＳＥＡＮ諸国の国際標準化活動への参加を促進する

ため、標準化に関する人材育成を行った。2022 年 12 月に

は、ＩＥＣ地域事務所との共催で、「カーボンフットプリ

ントと循環経済」についてのセミナーをハイブリッド形式

で開催した。 

 

（４）ＷＴＯ/ＴＢＴ委員会 

ＷＴＯ/ＴＢＴ協定（貿易の技術的障害に関する協定）

では、加盟国の強制規格（＝規制）や任意規格について、

国際規格が存在する場合にはそれを基礎とすること、制定

前に加盟国に周知すること（＝通報）等を義務付けている。

また、強制規格や任意規格への適合を証明するための適合

性評価の手続についても、必要以上に貿易制限的なものと

ならないことを求めている。同協定の実施又は同協定の目

的の達成に関する事項について協議するＴＢＴ委員会が

年に３回程度開催されており、我が国として 2022 年度も

引き続き、同委員会において他国の措置に関する基準認証

分野の貿易上の懸念について積極的な発言等を行った。 

２．４．標準化人材の育成 

我が国の標準化活動の強化に当たっては、人材の育成が

不可欠であり、以下の取組を実施した。 

まず、国際標準化活動を担う次世代人材育成のため、Ｉ

ＳＯ/ＩＥＣ分野において標準化に携わる若手人材を対象

とした「ＩＳＯ/ＩＥＣ国際標準化人材育成講座（ヤング

プロフェッショナルジャパンプログラム：通称ヤンプロ）」

を実施した（2023 年３月末時点で計 478 名の修了生を輩

出）。本研修では実際にＩＳＯ／ＩＥＣの国際会議で活躍

している産業界の人材を講師とし、その実体験に基づく座

学や模擬交渉といった実践的な講義を行うことで、経験・

ノウハウの共有を図っている。 

また、ルール形成戦略を経営戦略に組み込む企業を増や

すため、企業の経営戦略人材を対象とした「ルール形成戦

略研修」を、2023 年１月に新設した。 

 

２．５．企業経営における標準化戦略の推進 

企業の経営戦略において、標準化活動の位置付けを高め

るため、以下の取組を実施した。 

企業において、自社の標準化活動を統括する役員レベル

の責任者であるＣＳＯ（Chief Standardization Officer：

最高標準化責任者）の設置の呼びかけを行い、2022 年４

月、５月には、約 40 名のＣＳＯが集うＣＳＯワークショ

ップを開催した。業種を超えた標準化推進の手法や、互い

が抱える課題について、意見交換・情報共有を行う機会と

なった。 

また、2022 年８月の「価値協創のための統合的開示・対

話ガイダンス（価値協創ガイダンス）」の改訂において、

能動的な標準化戦略の重要性について、記載を追加した。 

同時に、ＣＳＯ設置企業を中心に、標準化戦略とそのた

めの体制・人材の確保について、統合報告書に記載するこ

とを奨励した。 

加えて、既存の業界団体等では対応ができない、複数の

業界団体に関係する融合技術・サービスや、特定企業が保

有する先端技術等に関する標準化を可能とする「新市場創

造型標準化制度」において、特許と標準を組み合わせた事

業戦略の検討を更に支援するべく、独立行政法人工業所有

権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）と連携して弁理士等の専門

家を派遣するスキームを、2022 年６月に導入した。 
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２．６．研究開発段階における標準化戦略の推進 

 標準化は、研究開発成果の社会実装・市場創出のための

有力な手段である。社会実装・市場創出の確度を高めるた

めには、研究開発の段階から、適切な標準化戦略を展開す

るとともに、必要に応じて研究開発内容の軌道修正も含め

て対応することが必要である。そのため、経済産業省は、

国やＮＥＤＯがファンディングする研究開発プロジェク

トにおいて、各プロジェクト参加企業に対し、標準化戦略

のモニタリング・フォローアップを行う方針を採っている。

2022 年６月より、グリーンイノベーション基金事業にお

いて、標準化戦略のモニタリング・フォローアップを開始

した。 

 

２．７．基準認証政策に関する普及・広報 

基準認証政策への理解の増進及び制度の活用促進を図

るためには、普及・広報活動が重要である。 

毎年、産業標準化推進月間である 10 月に産業標準化事

業表彰を行っている。2022 年度は、産業用ロボット等で使

われる安全操作用装置の国際標準化や機械安全に関する

要員認証制度の構築を主導し国内外の生産現場の安全確

保に多大な貢献をするとともに、我が国発のファインバブ

ル技術に関する国際標準化を推進し関連市場の拡大に寄

与した藤田俊弘氏に対し内閣総理大臣表彰を授賞した。ま

た、標準化活動や適合性評価活動等において顕著な功績の

あった 20 名及び４組織に経済産業大臣表彰を、さらに、

標準化活動や適合性評価活動等に寄与する取組を行い、今

後とも継続的な活動が期待できる 31 名及び２組織に対し

て産業技術環境局長表彰（産業標準化貢献者表彰、国際標

準化奨励者表彰）を授賞した。なお、2022 年度の表彰式は

新型コロナウイルス感染症の影響により、受賞対象者及び

随行者１名のみ出席可とする人数制限を行い、インターネ

ットライブ配信も活用しつつ実施した。また、内閣総理大

臣表彰受賞者及び経済産業大臣表彰受賞者にインタビュ

ーを実施し、その功績等について、経済産業省のホームペ

ージ上で公表するとともに冊子にして配布したほか、ポス

ターの全国配布や「標準化と品質管理」全国大会（一般財

団法人日本規格協会主催）における講演等を実施した。 

この他、主に児童向けの経済産業省こどもデーにおいて、

関係機関（国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行

政法人製品評価技術基盤機構、一般財団法人日本規格協会）

による出展・オンライン参加の協力を得て、普及・啓発活

動を行った。 

 

３．認証政策 

３．１．国内における適合性評価制度の的確な運用 

（１）ＪＩＳマーク表示制度 

（ア）制度の概要 

産業標準化法によるＪＩＳマーク表示制度は、品質等を

ＪＩＳで具体的に規定し、これに適合する製品やその包装

等にＪＩＳ適合品であることを示す特別な表示（ＪＩＳマ

ーク）を付けることができる制度であり、製品の取引・使

用・消費の合理化等を目的としている。 

2023 年３月末時点で約 8,200 件（約 900 規格）が認証

されている。 

（イ）制度の信頼性確保の取組 

ＪＩＳマーク表示制度では、国は登録認証機関に対する

監督措置（報告徴収、立入検査等）を実施することとされ

ており、認証取得事業者に対する監督については一義的に

登録認証機関にその責務がある。これに加え、国も認証取

得事業者に対して必要に応じて報告徴収、立入検査及び表

示の除去命令を行うことができ、ＪＩＳマーク制度の信頼

性を確保することとしている。また、2022 年度は、2019 年

７月１日の法改正の施行に伴い対象の範囲に追加された

電磁的記録分野で１件の登録認証機関の新規登録があっ

た。 

2022 年度も違反工場への厳格な対応、認証取得事業者

に対する立入検査、試買検査等を実施した。 

 

（２）ＪＮＬＡ制度 

産業標準化法に基づく試験所登録制度（ＪＮＬＡ制度）

は、試験証明書の信頼性確保を目的として、試験所の能力

に関する要求事項を規定した国際規格（ＩＳＯ/ＩＥＣ 

17025）に適合する試験事業者を登録する制度である。登

録の対象となる試験方法はＪＩＳの試験方法であり、登録

された試験方法の範囲内において、特別な標章（ロゴ）付

きの試験証明書を発行することができる。2022 年度は、土

木建築分野で８件、電気分野で２件、化学品分野で１件、

繊維分野で１件、抗菌・抗ウイルス分野で２件、放射線分

野で１件の計 15 件の新規登録があった。なお、2023 年３

月末時点での登録試験事業者数は 232 である。 
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３．２．マネジメントシステム規格とその認証 

ＩＳＯ 9001（品質）やＩＳＯ 14001（環境）を代表と

した、企業の組織管理に関する要求事項を定めたマネジメ

ントシステム規格と、その適合性を評価する認証制度が、

国際的に普及している。また、技術革新や市場の環境変化

等に伴って、ＩＳＯ 50001（エネルギー）、ＩＳＯ/ＩＥＣ 

27001（情報セキュリティ）等、新たな分野における認証

サービスの提供が行われている。我が国では、90 年代前半

から、マネジメントシステム規格に関する認証が本格的に

始まり、国際規格に呼応したＪＩＳの整備も行われている。

例えば、民間の認定機関（公益財団法人日本適合性認定協

会（ＪＡＢ）等）の下に、各種認証機関が活動し、多くの

組織が品質や環境に関するマネジメントシステムについ

て、国際規格を満たしているとの認証を受けている。（Ｉ

ＳＯ survey 2022 によれば、国内ではＩＳＯ 9001 につ

いて約 38,900、ＩＳＯ 14001 について約 20,900 の組織が

認証を受けている（2022 年 12 月現在））。 

 

３．３．グローバル認証基盤整備事業 

世界的な市場拡大が期待される再生可能エネルギーの

導入やスマートグリッドの構築のためには、機器・システ

ムの安全性や性能について国際的に認められることが重

要であり、そのための試験・評価を行うことのできる認証

基盤が必要である。 

他方、国内においては、大型パワーコンディショナー及

び大型蓄電池の性能・安全性に関する試験、評価を行う施

設が存在しなかったことから、産総研福島再生可能エネル

ギー研究所（ＦＲＥＡ）において大型パワーコンディショ

ナの試験・評価施設を、独立行政法人製品評価技術基盤機

構（ＮＩＴＥ）において大型蓄電池の試験・評価施設を、

それぞれ整備し、両施設とも 2016 年５月から運用を開始

した。2022 年度は、ＦＲＥＡにおいて 31 件の共同研究／

認証実験、ＮＩＴＥにおいて 49 件の試験を実施した。 

さらに、令和３年度補正予算において「カーボンニュー

トラル促進のための国際標準・認証拠点整備事業」として

138.3 億円を措置し、2022 年度は両施設の機能補強を実施

した 

 

３．４．適合性評価手続の効率化の推進 

 適合性評価手続の相互承認（Mutual Recognition）とは、

相互承認の参加機関が、他の参加機関の適合性評価結果を、

自ら実施したものと同等であるとして相互に承認するも

ので、貿易の円滑化につながることが期待できる。政府間

の相互承認は、相手国において行われた自国の強制法規の

技術基準への適合性評価の結果が自国において行われた

ものと同等であるとして政府が相互に認め合い、かつ、受

入れるもので、電気製品分野においては、これまでＥＵ、

シンガポール、タイ及びフィリピンとの間で相互承認に係

る協定(ＭＲＡ)を締結している。また、英国のＥＵ離脱を

受け、2020 年、相互承認に係る議定書を含む日英ＥＰＡの

署名が行われた。 

 

４．計量行政・知的基盤整備政策 

４．１．知的基盤の整備 

知的基盤とは、研究開発を始めとする知的創造活動によ

り創出された成果が体系化、組織化され、更なる研究開発、

経済活動等の促進のベースとして活用されるもの（研究用

材料、計量標準、計測・分析・試験評価に係る方法及びそ

れらに係る先端的機器並びにこれらに関連するデータベ

ース等）である。 

第６期科学技術・イノベーション基本計画（2021 年３月

26 日閣議決定）に基づき、産業構造審議会・日本産業標準

調査会の合同会議である知的基盤整備委員会において取

りまとめた第３期知的基盤整備計画（2021 年５月 31 日策

定）では、「計量標準・計測」「微生物遺伝資源」及び「地

質情報」の３分野について、近年の社会情勢を踏まえ知的

基盤整備を重点化・加速化していくこととされており、新

たな整備計画・具体的な利用促進方策について、それぞれ

の整備実施機関において次のように整備することとされ

ている。 

計量標準・計測分野については、多様化するニーズに迅

速かつ適切に対応し、基幹標準の維持・供給及び国際整合

性確保に向けた「オールジャパンでの効果的かつ効率的な

整備・供給の推進」や、社会課題解決への寄与、国際情勢

変化への対応、産業競争力の強化や安全・安心な社会の実

現に向けた「計量標準・計測の活用シーンの拡大」、計量

標準・計測分野における「普及啓発・利用促進・人材育成・

デジタル対応」に取り組むこととした。  

微生物遺伝資源分野については、2030 年に世界最先端

のバイオエコノミー社会を実現することを目指す「バイオ
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戦略」で設定された９つの市場領域のうち、経済産業省が

取りまとめる６つの市場領域を健康、食、環境、資源・エ

ネルギーの４つに分類し、有用な微生物遺伝資源及びその

情報の整備・拡充を推進することとした。  

地質情報分野については、地震・津波・火山噴火等の地

質災害の軽減や、資源・エネルギーの確保、地球環境変化

の把握等、様々な目的に応じた長期的な国家的事業の支柱

となる基盤的地質情報の整備や、防災やインフラ整備等に

活用できるデジタル地質情報の利活用促進、自治体や防災

関係研究機関との連携強化や人材育成に取り組むことと

した。2023 年１月に開催した知的基盤整備委員会では、進

捗状況の確認及び今後の取組について審議を実施した。  

 

４．２．知的基盤整備の状況 

（１）計量標準・計測分野（物理標準、標準物質） 

国立研究開発法人産業技術総合研究所（産総研）計量標

準総合センター（ＮＭＩＪ）において、物理標準について

は、放射線治療・診断における高度化に資する、高エネル

ギー電子線の登録事業者への特定標準器を用いた校正に

よる標準供給、ＥＭＣ計測のためのアンテナ特性に関する

100 kHz～10 MHz での高周波電力の依頼試験による標準供

給などを開始した。標準物質については、アルツハイマー

病の診断バイオマーカの一つに指定されているアミロイ

ドβの標準物質、希金属として触媒等に利用されるパラジ

ウムや希土類元素として磁石などに利用されるネオジム

の元素標準液、地球環境保全や気候変動のＣＯ２観測に必

要な大気組成のＣＯ２標準ガスなどの標準物質を開発す

るとともに、水道法に基づく水質基準の検査項目である陰

イオン界面活性剤について、依頼試験による供給を開始し

た。 

さらに、計量標準における国際的なデジタルトランスフ

ォーメーション（ＤＸ）推進の動向も踏まえ、デジタル校

正証明書の発行体制整備を進め、一部の品目で発行を開始

した。また、オンラインを活用した普及啓発・人材育成と

して、ウェブサイトの一般向けコンテンツの更なる拡充や

講演会等のハイブリッド開催及びオンライン開催、ＳＮＳ

を活用した広報にも努めた。2022 年度の計測標準フォー

ラム講演会はハイブリッド開催し、次世代情報通信システ

ムが目指す未来や技術開発、それを支える計量標準・計測

技術に関し紹介した。ＮＭＩＪ成果発表会はオンライン開

催し、初の試みとして仮想空間に会場を設け、複数人での

音声チャット・ビデオ通話による説明や質疑を可能とした

ポスターセッションを実施するなど、成果普及・情報発信

の拡充を行った。 

 

（２）微生物遺伝資源分野（産業有用微生物等） 

バイオテクノロジーの基盤を成すものとして独立行政

法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）に生物遺伝資源機

関を設置しており、2021 年度までに 94,665 株の生物遺伝

資源を整備し、産業界等に提供する体制を確立した。2022

年度には微生物 541 株を追加整備し、これまでに整備した

ものと合わせ、95,206 株の生物遺伝資源を整備した。ま

た、2022 年度は延べ 9,855 株の微生物を国内企業等へ提

供した。 

地震等災害発生時に、企業等が保有する生物遺伝資源が

滅失することによる事業継続への影響を最小限とするた

め、生物遺伝資源をバックアップ保管する体制を確立して

おり、2022 年度には企業等から 33 件を受入れ、2022 年度

末時点で 243 件を保管した。 

 

（３）地質情報分野（地質図、海洋地質図、地質地盤図、

火山地質図等） 

地質分野の知的基盤については、産総研地質調査総合セ

ンター（ＧＳＪ）において整備を実施しており、2022 年度

には、５万分の１地質図幅２区画（「磐梯山」及び「川越」）

及び 20 万分の１地質図幅１区画（「宮津」第２版）を公開

した。また、５万分の１地質図幅２区画（「伊予長浜」及

び「荒砥」）、20 万分の１地質図幅１区画（「富山」第２版）

の整備を進めた。ウェブ公開している 20 万分の１日本シ

ームレス地質図の内容を更新するとともに、シェープ及び

ＫＭＬファイルとしてのベクトルデータのダウンロード

を可能とした。 

地質地盤図の整備については、埼玉県南東部及び神奈川

県東部の３次元地質地盤図整備に向けて、標準的な地質層

序構築のための基準ボーリング調査を実施するとともに、

公共工事ボーリングデータの収集を実施した。 

海洋地質図の整備は、「久米島周辺海底地質図」、「久米

島周辺海域表層堆積図」、「野間岬沖海底地質図」を公開し

た。また、積丹半島沖・日御碕沖・奥尻海盆・宮古島周辺

海域の各海底地質図、加えて沖永良部島周辺表層堆積図の
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整備を進めた。  

沿岸域の地質情報については、2020 年度に調査を完了

した伊勢湾・三河湾沿岸域について引き続き取りまとめを

行った。また、紀伊水道沿岸域では、陸域の和歌山平野で

のボーリング調査を実施し、沖積層分布に関する基礎情報

の収集を行った。 

活断層情報については、平均変位速度が不明な７つの活

断層及び社会的に重要な３つの活断層について活動性に

関する調査を実施し情報を収集したほか、連動型地震の発

生予測に関する調査研究を行った。また、活断層データベ

ースについて、新規データ追加と表示方法の改善を引き続

き進めるとともに、縮尺 20 万分の１から５万分の１への

地点位置精度の高度化の取組を進めた。  

火山の地質情報については、「日光白根及び三岳火山地

質図」を公開し、「秋田焼山火山地質図」の取りまとめを

行った。また、低頻度大規模噴火災害に対応するための大

規模火砕流分布図として、「姶良カルデラ入戸火砕流堆積

物分布図」及び「支笏カルデラ支笏火砕流堆積物分布図」

を公開し、「阿蘇カルデラ阿蘇４火砕流堆積物分布図」の

整備を進めた。また、火山データベースへ格納する火口位

置情報の仕様を策定し、富士山および伊豆大島の火口位置

図の作成を引き続き行った。 

津波堆積物については、千島海溝沿いの北海道東部にお

いて調査を実施した。相模トラフ沿いでは、元禄地震の断

層モデルを再検討するため、伊豆半島東部周辺において歴

史記録の調査を実施した。また、日本海溝南部の九十九里

浜平野の調査により明らかになった情報を一般向けに発

信するべく、津波堆積物の調査及び分析方法に関する資料

を作成した。  

水文環境図については、静岡県静清地域での地下水情報

に関する整備が完了し、「水文環境図（静清地域）」を公開

した。また、越後平野及び仙台平野（第２版）の両水文環

境図の整備を進めた。加えて、沖縄での調査を実施した。 

鉱物資源情報については、国内休廃止鉱山の資源ポテン

シャル等の調査として、金、銀、銅、鉛・亜鉛鉱床に加え、

鉄系及びその他の金属鉱床について、鉱床位置情報等の調

査を行った。また、既存文献・資料類をデジタル化し、鉱

物資源データベースの編集を引き続き行った。 

データ統合とＤＸの推進としては、５万分の１地質図幅

15 図幅のベクトルデータを作成した。また、ウェブマップ

タイルサービス(ＷＭＴＳ)での整備・公開、地質情報のリ

ンクトデータ化に向けたＡＰＩ整備を引き続き進めた。  

 

４．３．知的基盤整備に係る国際的対応 

（１）計量標準分野における国際的対応の強化 

（ア）国際度量衡委員会相互承認取決め（ＣＩＰＭ ＭＲ

Ａ） 

国家計量標準機関の維持する計量標準の世界的な同等

性を確立し、同機関が発行する校正・測定証明書の相互承

認を提供するため、メートル条約のもとに設置された国際

度量衡委員会において、1999 年 10 月に「国際度量衡委員

会相互承認取決め」（ＣＩＰＭ ＭＲＡ）が結ばれた。2023

年３月末現在、ＣＩＰＭ ＭＲＡの署名機関は 103 計量標

準機関（99 か国・４国際機関）となっている。 

また、ＣＩＰＭ ＭＲＡに基づくものを含め、計量標準

の国際的な同等性を確保するために必要となる国際比較

については、2022 年度に 10 件最終結果が公表された。 

（イ）アジア太平洋計量計画（ＡＰＭＰ） 

ＡＰＭＰはアジア太平洋地域の計量標準の水準向上を

図る機関として設立され、近年ではＣＩＰＭの地域計量組

織として計量標準の相互承認等に係る活動も行っている。

第 38 回総会は、2022 年 11 月～12 月に日本で、オンライ

ン形式と併せたハイブリッド形式によって開催され、ＣＩ

ＰＭ ＭＲＡのアジア太平洋地域における発展に向けて

活発な議論が行われた。総会の他、分野ごとに技術課題や

ＡＰＭＰでの活動計画について議論が行われた。 

（ウ）国際計量研究連絡委員会 

1977 年、メートル条約及び国際法定計量機関（ＯＩＭ

Ｌ）を設立する条約に基づく国際活動に対する国内関係者

の情報交換及び調整を行う委員会として、国際計量研究連

絡委員会が設置された。2022年度は、2022年９月及び2023

年２月に委員会が開催され、国際度量衡総会、メートル条

約関連組織の活動状況、メートル条約加盟国作業委員会、

ＡＰＭＰ等について議論・報告が行われた。 

 

（２）地質情報分野における国際対応の強化 

2022 年度には、ＣＣＯＰ ＧＳｉ プロジェクト及びＣ

ＣＯＰ地下水プロジェクトの各種国際ワークショップや

地質災害軽減のための若手人材育成研修（全般、ＧＩＳ、

リモートセンシングの３コース）を産総研地質調査総合セ
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ンター（ＧＳＪ）がオンラインで主催した。また、ＣＣＯ

Ｐ年次総会・管理理事会・各種プロジェクト、OneGeology、

ＣＧＷＭ、ＡＳＯＭＭ＋３などの国際オンライン会議に参

加し、各国地質調査関連機関との地質情報の共有に関する

連携を深めた。  

 

（３）微生物遺伝資源分野における国際対応の強化 

ＮＩＴＥではアジア８か国・地域（モンゴル、ミャンマ

ー、タイ、ベトナム、中国、韓国、台湾、インドネシア）

の機関と締結している包括的覚書（ＭＯＵ）に基づき、共

同研究契約書を取り交わした上でモンゴル、ミャンマー、

タイ、ベトナム及びインドネシアから日本に移転した微生

物を国内企業等に対し提供した。 

アジア 14 カ国・地域の 29 機関による「微生物資源の保

全と持続可能な利用のためのアジア・コンソーシアム（Ａ

ＣＭ）」（事務局：ＮＩＴＥ）を通して、アジア多国間協力

を推進している。2022 年度は、10 月に中国科学院微生物

研究所（ＩＭＣＡＳ）がホストし、第 19 回年次大会をオ

ンラインで開催した。また、ＡＣＭの活動に関する情報を

取りまとめ、ＡＣＭのホームページの更新を行う等、ユー

ザビリティの向上に貢献した。 

また、微生物資源の利用に関する各国法規制情報とその

運用実態に関する情報を収集・分析し、ホームページで公

開している。2022 年度は、生物多様性条約ポスト 2020 生

物多様性枠組第４回公開作業部会（ＯＥＷＧ４）、生物多

様性条約ポスト 2020 生物多様性枠組第５回公開作業部会

（ＯＥＷＧ５）及び生物多様性条約第 15 回締約国会議第

２部（ＣＯＰ-１５-ＰＡＲＴ２）、名古屋議定書第４回締

約国会合（ＮＰ-ＭＯＰ-０４-ＰＡＲＴ２）、カルタヘナ議

定書第 10 回締約国会合（ＣＰ-ＭＯＰ-１０-ＰＡＲＴ２）

に出席し、合成生物学、遺伝資源に係る塩基配列情報（Ｄ

ＳＩ）、地球規模の多国間利益配分メカニズムに関する最

新情報を入手した。 

 

４．４．計量行政をめぐる動き 

経済活動、産業活動、国民生活にとって、適正な計量が

行われることは必要不可欠であり、「計量法」においては、

経済産業省、産総研、地方公共団体などの計量関係機関の

連携の下、着実に適正な計量の実施を確保するため、各制

度が規定されており、取引の信頼性を確保し、安全・安心

の基盤として機能している。他方、計量行政を取り巻く社

会環境の変化に的確に対応することも重要であり、2016

年の計量行政審議会では、①民間事業者の参入の促進 ②

技術革新、社会的環境変化への対応 ③規制範囲・規定事

項等の再整理・明確化の３つの視点から議論が行われ、同

年 11 月に答申（「今後の計量行政の在り方－次なる 10 年

に向けて－」）がなされている。2022 年度は、当該答申を

踏まえて、新たに指定検定機関として民間事業者１社を指

定した。また、自動はかり３器種（ホッパースケール、充

塡用自動はかり、コンベヤスケール）の使用の実態を踏ま

え、計量法施行令等の改正を行い、上記３器種の使用の制

限の開始日を５年延期する措置を講じた。 

 

４．５．計量制度の的確な運用 

（１）特定計量証明事業認定制度（ＭＬＡＰ）の的確な運

用 

 特定計量証明事業認定制度（ＭＬＡＰ）はダイオキシン

類等極微量物質の計量証明の信頼性の向上を図るため、

2001 年６月の計量法の改正により導入され、2002 年４月

に施行された認定制度である。制度創設後、認定数は順調

に伸びたものの、2012 年頃から減少傾向に転じている。

2022 年度末の特定計量証明事業者数は、前年度末と同数

の 73 事業者となった。 

 

（２）計量法トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）の推進 

計量法トレーサビリティ制度（ＪＣＳＳ）は、国家計量

標準の整備と校正機関の審査・登録により、校正の国家計

量標準へのトレーサビリティ（追跡可能性）を確保する制

度である。この制度は 1992 年５月の計量法の改正により

導入され、1993 年 11 月に施行された。登録事業所数は増

加傾向が続いた後、2013 年度末に 260 事業所となって以

降は同程度の水準で推移してきたが、2022 年度末におけ

る登録事業所数は 283 事業所と、昨年度に引き続き増加し

た（前年度末 279 事業所）。また、2022 年度のＪＣＳＳ校

正証明書の発行件数は 655,257 件となり（前年度 612,848

件）、2008 年度からの増加傾向が続いている。 

 

（３）計量士国家試験、計量士の登録等の着実な実施 

特定計量器の検定・検査その他の計量管理を適確に行う

ために必要な知識・経験を有する者として、国家試験に合
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格する等の基準を満たした者に対し、計量士の資格を付与

している。計量士は一般計量士と環境計量士（濃度関係、

騒音・振動関係）からなる。 

2022年 12月に、第73回計量士国家試験を実施した（609

名が合格）。 

2022 年度の計量士の登録者数は、一般計量士 149 名、

環境計量士（濃度関係）281 名、環境計量士（騒音・振動

関係）100 名であり、計 530 名の登録を行った。 

 

（４）適切な法令の解釈・運用、地方自治体、独立行法人

等との連携の強化等 

経済産業省、産総研、地方公共団体などの計量行政関係

機関からなる 2022 年度全国計量行政会議について、新型

コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、オンラインと対面

を併用して開催した。また、同会議の下部組織となる計量

行政調整委員会や技術分科会、適正計量分科会についても

対面又は書面にて開催し、関係諸機関と緊密な連携の下で

「計量法」の的確な解釈・運用の推進を図った。 

 

４．６．計量行政に係る国際的対応 

（１）特定計量器の技術基準の国際整合化 

技術革新や国際整合化等に柔軟に対応することを目的

に、特定計量器等の技術的基準を定めている特定計量器検

定検査規則（検則）等の省令をＪＩＳ化し、これを引用す

ることを進めており、2015 年度に全特定計量器の技術基

準がＪＩＳ化された。引き続き、技術革新及び国際整合化

等の観点から必要に応じて引用したＪＩＳに関する改正

の検討を行っている。 

（２）国際法定計量機関（ＯＩＭＬ）への対応 

国際法定計量機関（ＯＩＭＬ）の国際勧告、国際文書等

の審議に対応するため、国内に国際法定計量調査研究委員

会を組織し、我が国提案を反映させるべく取り組んだ。 

2022 年 10 月に第 57 回国際法定計量委員会（ＯＩＭＬ

の執行機関（ＣＩＭＬ）年次委員会。毎年１回開催。）が

オンライン形式で開催された。 

Ｄ５（計量器の階級図式制定のための原則）、Ｄ10（計

量器の校正周期決定のための指針）改定版及び新規文書の

Ｄ37（ＯＩＭＬ ＣＳの下でのＯＩＭＬ発行当局の審査へ

のＩＳＯ／ＩＥＣ17020 適用ガイド）等の最終草案が承認

され、発行された。 

 

（３）アジア太平洋法定計量フォーラム（ＡＰＬＭＦ）へ

の対応 

2022 年 11 月に、オンライン形式で第 29 回アジア太平

洋法定計量フォーラム（ＡＰＬＭＦ）総会が開催され、各

加盟経済圏や各作業部会（ＷＧ）等からの活動報告等が行

われた。 

 

（４）日韓法定計量協力委員会 

1976 年に締結された産総研計量標準総合センター（Ｎ

ＭＩＪ）と韓国技術標準院（ＫＡＴＳ）との包括的な覚書

（ＭＯＵ）に基づき、これまで 42 回の日韓法定計量協力

委員会が開催されてきた。2022 年度は、新型コロナウイル

ス感染症の影響を受け、延期された。 

 

４．７．計量行政に関する普及・広報 

 計量に関する知識の普及・向上を図るため、11 月を「計

量強調月間」、11 月１日を「計量記念日」としている。2021

年 11 月１日に新型コロナウイルス感染症対策を実施した

うえで、計量記念日式典、及び記念日全国大会を開催した。 

 計量記念日式典では、経済産業大臣表彰として計量関係

功労者７名、産業技術環境局長表彰として計量制度運営等

貢献者等 18 名を表彰した。 

 

４．８．計量行政審議会の活動 

 計量行政審議会は、経済産業大臣の諮問機関であり、計

量単位や特定計量器の検定、計量標準、計量士といった計

量法に基づく必要な事項等を調査審議している。 

計量士部会においては、2022年８月と2022年 12月に、

計量器の検査及びその他の計量管理を適確に行う計量士

の資格に関する事項についての審議等を行った。 

計量標準部会においては、2022 年６月に、標準物質の値

付けの実施及び特定標準器による校正の実施等について

審議を行った。 
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